
【広島県環境県民局県民活動課】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■県庁舎内へポスター，チラシを掲示

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■県庁舎内へポスター，チラシを掲示

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■県庁舎内へポスター，チラシを掲示

○その他 ■広島県ホームページに実施要綱，チラシ等を掲載
■広島県ツイッター掲載
■「ひろしまけん交通指導員だより第５３号」に掲載
■県政情報ラック（福屋，高速道路ＳＡ）へチラシを配架
■令和４年４月６日，県庁正面特設会場で開始式等開催

令和４年春の全国交通安全運動における各機関・団体の実施結果



【中国運輸局】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■自動車運送事業者に対し、歩行者・車いす利用者、自転車
利用者（特に子供、高齢者）の安全確保を呼びかけたととも
に、乗合バス等における乗客の保護に配慮するよう指導し
た。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■職員に対し、交通ルール・マナーの遵守、横断歩道等にお
ける優先義務等の遵守による歩行者等の保護の周知徹底を
行った。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■職員に対し、自転車利用時における交通ルールの遵守、交
通マナーの実践を呼びかけた。

○その他 【鉄道モード】
■日本貨物鉄道(株)に立入調査するとともに、西日本旅客鉄
道(株)山陽線・広島電鉄(株)宮島線の兼掌踏切にて実施され
た踏切事故防止の啓発活動に参加するなどし、交通安全の推
進について、次のとおり積極的に取り組んでいることを確認
した。
・ 各事業者においては、本運動の趣旨を理解し、立て看板の
設置やポスターの掲出、列車内及び駅構内での放送等により
乗客等に対して安全運動の広報活動を実施していた。
・ 列車に添乗して運転取扱いについて確認したところ、運転
士は基本動作を励行しており、概ね良好であった。
・ 鉄道事業者、警察、区役所等が参加し、踏切通行者、駅利
用者に対し、踏切事故防止のPR活動を実施していた。

【自動車モード】
■適切な運行の確保のため、運送事業者に対し査察や監査を
行った。
■良好な車両状態を保つことは交通安全にもつながるため、
車両の街頭検査、整備事業者に対する監査や研修を行った。

【広島労働局】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保 ー

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保 ー

○その他 ■職員への「春の全国交通安全運動」の要綱の徹底及び、職
員の業務用自動車使用時のアルコールチェックの徹底、規範
意識の徹底を行った。



【国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■管内歩道整備事業の推進
■交通安全に関するチラシ掲示・配布
■合同現地踏査（国道５４号 安佐南警察署 ４／１３）
 

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■交通安全に関するチラシ掲示・配布

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■自転車走行空間整備に関する事業整備、施工調整等
■交通安全に関するチラシ掲示・配布
■合同現地踏査（国道５４号 安佐南警察署 ４／１３）

○その他 ■交通安全運動ポスターの掲示

【広島県市長会・広島県町村会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■子供を始めとする歩行者の安全確保について啓発を行っ
た。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上につい
て啓発を行った。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保について啓発を
行った。

○その他 ー



【広島市】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■広島市の交通教育指導員（道路管理課職員）が、小学校・
幼稚園等にて交通安全教室を行い、園児などに横断歩道の渡
り方などの指導を行った。また、安佐南区では慈光保育園の
園児がドライバーへの啓発物を手渡すなどの園児による交通
安全運動が行われた。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■広島市役所本庁舎を始めとする各区役所及び各施設にて庁
内放送（館内放送）を行い、職員及び来庁者等へ飲酒運転根
絶や歩行者保護を呼び掛けた。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■広島市役所本庁舎、各区役所及び各施設にて庁内放送（館
内放送）を行い、職員及び来庁者等へ自転車の交通ルール遵
守を呼び掛けた。また南区では通学路など道路交通の要所と
なっている平野橋東交差点から出汐交差点までの区間におい
て、交通ルール遵守、自転車マナー街頭啓発指導を実施し
た。

○その他 ■本庁及び各区役所・各施設に懸垂紙・ポスターを掲示し
た。

【広島県教育委員会豊かな心と身体育成課】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■通知「令和４年春の全国交通安全運動の実施等について」
により，運動の趣旨を踏まえ，新入学児童生徒が慣れない通
学路で交通事故に遭うことが懸念されるため，新年度のでき
るだけ早い時期の交通安全指導や警察等と連携した交通安全
教育の充実について指導した。
■令和４年春の全国交通安全運動について，児童生徒へ周知
を図るため，ポスターを配付した。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■通知「令和４年春の全国交通安全運動の実施等について」
により，自転車安全利用五則を活用するとともに，点検整備
について指導するほか，登下校時の安全かつ正しい走行及び
交通ルールの遵守について徹底するよう指導した。
■自転車利用者が加害者となる事故が発生することもあるこ
とから，保護者等へ各種保険制度の周知を図るよう指導し
た。

○その他 ー



【広島県警察本部交通部交通企画課】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■通学等の時間帯における児童の保護・誘導活動
■安全な横断方法を含めた交通安全教室
■街頭キャンペーン時における反射材の配布

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■信用金庫職員と連携した交通街頭活動
■飲酒運転根絶等の交通安全講話
■信号機のない横断歩道での街頭活動

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■自転車利用者に対する街頭指導
■学生を対象とした自転車安全教室
■自転車指導啓発重点地区・路線と通学路における街頭指導

○その他 ■開始式，街頭キャンペーン，車両パレードによる広報啓発
■ラジオやSNSを活用した広報啓発
■交通少年団入団式の開催
■外国人技能自習生に対する安全講話
■ＬＥＤビジョン等での広報活動
■通学路一斉取締日における県内一斉取締りの実施



【西日本旅客鉄道株式会社 広島支社】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■大元踏切（4種）にて踏切啓発活動を実施
■4種踏切の除草作業を行い、列車の見通し確保
■矢野西小学校で踏切事故防止教室を実施
■線路内立ち入り防止用ロープ設置
■地元の高校生へのパンフレット配布
■本郷駅構内の国行第２踏切において踏切指導を実施

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■運転中の無駄話や飲酒運転等は絶対にしないよう指導
■自動車の使用前に運転前点検を確実に実施
■酔っているお客様にお声掛け及びお守りの取組み

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■社員の指導訓練・掲示および安全衛生委員会において自動
車と自転車の安全運転の周知・徹底を実施

○その他 ■ホームにおける乗車マナー指導を実施
■地元の高校の放送部協力によるリピート放送の実施
■各駅にて懸垂幕やポスターを掲出
■ホームにおける安全の確認巡回を朝通勤時間帯に実施
■放送や掲示を活用した「歩きスマホ」防止及び貨物列車通
過時の注意喚起とお客様への声掛けの実施
■踏切の点検整備を実施

【西日本高速道路（株）中国支社】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■春の全国交通安全運動ポスターの掲示

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■春の全国交通安全運動ポスターの掲示

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■春の全国交通安全運動ポスターの掲示

○その他 ー



【広島県道路公社】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保 ー

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保 ー

○その他 ■路情報表示板による広報（「交通安全運動実施中」の表
示）
■管理事務所及び道路公社内執務室内にポスターの設置

【広島高速道路公社】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保 ー

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保 ー

○その他 ■各路線の道路情報板において「交通安全運動実施中」を表
示し、利用者への注意喚起を行った。
　また、社屋入口、受付等にポスターを掲示、周知を行っ
た。



【公益財団法人広島県交通安全】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

１　園児、児童、生徒を対象にした交通安全教室の実施
　　　実施回数　３８回　　受講人員　２，６７３人
２　通学路での交通誘導
　　　実施回数３６５回　　出動人員　３，０８４人
３　高齢者を対象にした交通安全教室の実施
　　　実施回数　１１回　　受講人員　　　１９５人

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

１　住宅街、主要交差点でスピードダウン作戦を実施
　　　実施か所１か所　　出動人員　１７人　（福山北）
２　テント村の開設
　　　実施か所６か所　　出動人員２７４人
　　　（廿日市、山県、江田島市、福山北）
３　飲酒運転撲滅キャンペーン
　　　実施か所２か所　　出動人員１８人（三原）

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

１　自転車の安全な乗り方教室の実施
　　　実施回数　２５回　　受講人員　２，７５８人
２　自転車利用者に対する点検の実施
　　　実施回数　　３回　　点検台数　　５台
　　　点検従事人員　４人
３　チラシ配布
　(1)　自転車マナーアップ　　　　２８０枚
　(2)　自転車もルールを守る　３，０００枚

○その他 １　広報活動の推進
　(1)  広島県運転免許センター正面に、安全運動啓発バ
ナー、幟旗を掲出して、免許証更新者等に対してチラシ等を
配布
　(2)　チラシ作成配布
　 　 ・　春の全国交通安全運動　　６１，９５０枚
　　  ・　１年生のこうつうあんぜん　１，０５０枚
　　  ・　高齢者の交通安全　　　　　　　３００枚
    (3)  機関紙、広報紙を発行
         ・   「交通ひろしま」１１万部を県内の各家庭に回覧
　(4)　新聞に掲載
         ・   ４月６日付、朝日新聞　　７６，０００部配布
         ・   ４月６日付、中国新聞　５３０，０００部配布
　(5)  テレビ、街頭ビジョン、ユーチューブ放映
　(6)  ホームページ、ラインによる広報
　(7)　軽トラパレード　（三原）
　　　  ６回　　出動人員　    　７８人
　(8)　電光掲示板、懸垂幕、横断幕、幟旗による広報
             ６８１箇所
　(9)　広報車による街頭広報活動
　　　　１８４回　　出動人員　    ２７８人
２　企業の従業員に対する交通安全講習会の実施
　　４回　  受講人員　    ６５５人



３　各種イベントによる啓発活動
　(1)　交通安全運動出動式
　　　　１３回　　出動人員 　　 ６７９人
　(2)　街頭キャンペーン
　　　　３１回　　出動人員　　　８４０人
４　その他
　(1)　二輪車安全点検　（音戸倉橋）
　　　　１回　　出動人員　　　　　１６人
   (2)　交通安全ビデオの貸し出し
　　　　２９回　　視聴者数　　１，８３３人
　(3)　交通少年団入団式（福山北）
　　　　１回　　参加者数　　　　１４０人



【（一社）広島県安全運転管理協議会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■　街頭キャンペーンの実施（９地区協議会）
  保育所園児が参加したキャンペーン（安佐南）
■　街頭安全活動
　・登校児童の交通誘導及び街頭指導
　・８学区通学路において、交通安全推進隊と協働して通学
路における安全指導及び交通誘導を実施（福山東地区他５地
区）
■　広報啓発活動（県協議会）
　・メールアドレス登録事業所に対して、子供の交通事故実
態及び行動特性について周知を図った。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■　企業内講習における教養（県協議会）
　・　道路交通法施行規則の改正についての教養
■　啓発用チラシを作成して、事業所に配信した。（県協議
会）
　

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■　ホームページによる啓発(県協議会)
■　サイクリストに対する呼びかけ（尾道）

○その他 ■　「開始式」「出発式」への参加
　・５地区において、関係機関との協働により実施
■　地区及び事業所への通知（県協議会）
　・地区協議会会長に対し、交通安全運動の周知と効果的活
動の実施について文書を発出し、地区協議会から同様の文書
を会員事業所に発出した。
■　ホームページによる啓発（県協議会）
　・本運動の重点等について、ホームページに掲載して啓発
を図った。
■　メールによる周知（県協議会）
　・メールアドレス登録事業所（657）に対する周知、運動
の取り組み強化について指導した。



【(一社)広島県指定自動車学校協会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■　小学児童等通学路における交通安全誘導、交通監視の実
施（５校）
■　保育園・小学校における信号の意味及び安全な横断歩道
の渡り方等交通安全教室の開催（３校）
■　地元子供会に、交通安全チラシ・交通安全普及グッズ及
びお菓子詰め合わせを配付（１校）
■　早めのライト点灯及び上向きライトについての教養実施
（３校）
■　教習車・送迎車での早めのライト点灯を実施（２校）

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■　歩行者保護、飲酒運転根絶等を呼びかける街頭キャン
ペーンの実施、
　交通安全グッズの配布（５校）
■　卒業生等に対する横断歩道での歩行者優先メール等配信
（２校）
■　高齢者講習等開始前に、構内の横断歩道を利用した安全
確認等ミニ講習の実施（１校）
■　地元警察とのタイアップによる「みんなで歩行者事故ゼ
ロプロジェクト」の広報・啓発の実施（１校）
■　道交法改正に伴う職員に対する酒気帯び有無の確認等
（全28校）
■　運送業・旅客業の職員を対象とした企業研修における、
飲酒運転根絶教養の実施（３校）
■　酒酔いゴーグルでの疑似体験によるアルコールが運転に
及ぼす影響・危険性について教養実施（４校）
■　卒業検定合格者への飲酒運転リスクカード配付（１校）
■　飲酒運転防止コーナーの設置（１校）
■　飲酒運転の罰則（刑事・行政）の重大さを教習生等に教
養（２校）

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■　小・中学、高校に赴き「自転車マナー教室」の開催（３
校）
■　専門学校における自転車の安全な乗り方教室の開催（１
校）
■  大学入学オリエンテーリングを利用した自転車・二輪車
安全講話の実
　施（１校）
■　教習生・受講者等に対する自転車の交通ルール・マナー
についての教養実施（８校）
■　高齢者講習等受講者を対象とした自転車の安全運転教習
の実施（１校）
■　教習生等に対する自転車事故被害者救済のための損害保
険加入促進教養の実施（２校）



○その他 ■　刑務所受刑者に対する交通安全講話の実施（１校）
■　交通安全運動出動式への参加（５校）
■　企業研修（自動車学校１日入校）の開催（５校）
■　自動車学校付近の道路・カーブミラー等の清掃活動実施
（３校）
■　高齢者を対象とした路上運転個別指導の実施（１校）
■　高齢者講習等受講者を対象とし、実際の事故事例等を挙
げた死亡事故等防止教養の実施（４校）
■　高齢者講習等受講者に対する夜間外出中の反射材着用呼
び掛け（５校）
■　ペダル踏み間違い加速抑制装置装着車による体験会の開
催（２校）
■　新聞に安全運動期間広報のための記事掲載（１校）



【広島県交通安全母の会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■幼児・児童・生徒の登下校時にあいさつおよび見守り活動
を実施した。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保 ー

○その他 ー

【（公社）広島県バス協会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■広報活動の推進

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■広報活動の推進
・飲酒に関する社会の動向を周知

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■広報活動の推進
・自転車マナーアップ強化月間ポスターの配布

○その他 ■車内事故防止の徹底



【（一社）広島県タクシー協会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■　高齢歩行者の死亡事故の特徴等を踏まえた交通安全教育
及び広報啓発を図った。
■　通学路、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動す
る経路等における幼児・自動の安全の確保に努めた。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■　横断歩道における歩行者優先の徹底と子供、高齢者、障
碍者等に対する思いやり運転を促進した。
■　車両の運転者に対する早めの前照灯点灯・原則上向き点
灯の励行に努めた。
■　「飲酒運転根絶宣言店登録事業」と「ハンドルキーパー
運動」の連動等の周知徹底を図った。
■　アルコール検知器を用いて乗務前・乗務後の点呼時に確
実な検査を実施した。
■　乗客にシートベルト着用の必要性等理解の促進を図っ
た。
■　常に乗客がシートベルトを装着できるよう点検整備を
行った。
■　後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト又は
チャイルドシートの正しい着用の周知徹底を図った。
■　シートベルト着用のステッカーを車内に貼付した。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■　「自転車安全利用五則」を活用した交通ルール・マナー
の周知徹
　底を図った。
■　自転車利用者の特性を理解し、安全へ配慮した思いやり
運転の励
　行に努めた。

○その他 ■　過労運転・健康起因の事故防止のための運行管理を徹底
した。
■　悪質・危険性・迷惑性の高い違法駐車の排除、交通安全
運動の周知徹底を図った。



【広島県個人タクシー協会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■広報及びポスターの掲示等により、子供や高齢者など歩行
者の安全確保の徹底と交通ルールの遵守及び交通マナーの向
上を事業者団体を通じ事業者に呼び掛けた。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■広報及びポスターの掲示等により、飲酒運転の悪質性・危
険性を訴えるとともにアルコール検知器の点検及び適正な使
用と記録について、事業者団体を通じ事業者に指導した。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■広報及びポスターの掲示等により、自転車利用者に対する
注意及び保護意識の徹底を事業者団体を通じ事業者に呼び掛
けた。

○その他 ー



【公益社団法人　広島県トラック協会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■　協会本部・支部において
・　横断旗2,000本を作成し、500本を協会各支部を通じて
会員事業所へ配布するとともに、1,500本は県警を通じて県
内各小学校等に配布した。
・  各種キャンペーンを開催し、通行中の歩行者・自動車運
転者に対し子供と高齢者の事故防止グッズ及びパンフレット
を配布して、啓発活動を実施した。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■　警察本部と連携し、当協会会員事業所に対し「飲酒運転
根絶宣言事業所（ゴールド）登録制度」を新設し、規範意識
の高揚を図った。
■　各事業所ドライバーに対し、道路環境に応じた運転の実
施と歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上を呼び
掛けた。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■　各事業所に
・　春の交通安全運動実施パンフレットを配布し、社内の自
転車利用者に自転車安全利用５則を含めた利用者側のマナー
を徹底・実践するよう周知した。
・　各種会議・会合等の機会を通じ夜間・早朝・薄暮時の早
期ライト点灯
を実践するよう周知した。
■　各事業所ドライバーに対し、道路環境に応じた運転の実
施と自転車等の保護を始めとする安全運転意識の向上を呼び
掛けた。

○その他 ■　協会機関誌「ひろしまトラック広報」による会員事業所
への広報活動を実施した。
■　4月6日に中国新聞朝刊に「春の全国交通安全運動」の
連合広告を掲載し、交通安全運動の周知を実施した。
■　4/6～4/10の間「高齢者の交通安全の日」の安全告知
(RCCラジオ)
■　4/11～4/15の間、安全運動期間中における交通安全告
知(RCCラジオ)
■　交通安全啓発ポスターを広島県警及び㈱広島東洋カープ
の協力のもと5,300枚を作成し、会員事業所及び各関係機関
に配布し、交通安全啓発活動を実施した。
■　各支部において「交通安全幟旗」を掲出し、交通安全啓
発活動を実施するとともに、支部会員事業所に「春の全国交
通安全運動啓発チラシ」をFAX送信し、安全運動実施を周知
した。



■　各種行事参加状況
１開始式・街頭キャンペーン実施及び参加状況
〇　4/2 西広島支部
大竹市・大竹署・大竹交通安全協会合同の開始式・キャン
ペーン参加
〇　4/6 広島北支部
安佐北区・安芸高田市・安芸太田町・北広島町・山県署・安
芸高田署・安佐北署合同の交通安全フラッグリレー及び交通
安全テント村開村式参加
〇　4/5 三原支部
三原市主催の開始式キャンペーンに参加
〇　4/6 呉支部
呉市・呉署主催の開始式・キャンペーンに参加
〇　4/6 三原支部
　　三原市（交通安全推進協議会）主催の開始式・キャン
ペーンに参加
〇　4/6 福山支部
　　福山市主催の交通安全運動開始式に参加
〇　4/6 松永支部
　　福山市主催の交通安全運動開始式に参加
〇　広島支部
　・　4/6 広島市（南区）・広島南署と合同で街頭キャン
ペーンを実施
　・　4/7 広島市（西区）・広島西署と合同で街頭キャン
ペーンを実施

　・　4/8 広島市（東区）・広島東署と合同で街頭キャン
ペーンを実施
〇　4/8 尾道支部
　　尾道署・尾道交通安全協会と合同で啓発グッズ配布等の
街頭キャンペーンに参加
２その他
〇　各事業者に対する巡回指導時、適正化指導員による安全
運動の趣旨・重点等を徹底する活動を実施した。
〇　各協会支部及び会員事業所に交通安全幟旗を掲揚し啓発
活動を実施した。



【公益財団法人広島県老人クラブ連合会】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■各市町老人クラブ連合会へのチラシの送付を始め、趣旨や
内容について当連合会のホームページを通じて、広く周知を
図った。
なお、地域の老人クラブでは、交通安全教室の開催、小学校
の登下校時の見守りや交通整理、通学路の点検・清掃活動な
どの活動を日常的に行っている。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

ー

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保 ー

○その他 ー



【自動車安全運転センター広島県事務所】

重点実施項目 実　施　内　容

○子供を始めとする歩行
者の安全確保

■ポスター等の掲示・配布
　事務所窓口，勧奨業務申請コーナーにポスターを掲示し
た。
　来訪者，企業関係者等にポスター，チラシを配布し本運動
の周知を図った。
■優良運転講習受講者，来訪者への呼びかけ
　SDカード勧奨業務時に受講者・来訪者に対して運動実施
を広報し安全運転の励行と交通ルールの遵守を呼びかけた。

○歩行者保護や飲酒運転
根絶等の安全運転意識の
向上

■ポスター等の掲示・配布
　事務所窓口，勧奨業務申請コーナーにポスターを掲示し
た。
　来訪者，企業関係者等にポスター，チラシを配布し本運動
の周知を図った。
■優良運転講習受講者，来訪者への呼びかけ
　SDカード勧奨業務時に受講者・来訪者に対して運動実施
を広報し安全運転の励行と交通ルールの遵守を呼びかけた。

○自転車の交通ルール遵
守の徹底と安全確保

■ポスター等の掲示・配布
　事務所窓口，勧奨業務申請コーナーにポスターを掲示し
た。
　来訪者，企業関係者等にポスター，チラシを配布し本運動
の周知を図った。
■優良運転講習受講者，来訪者への呼びかけ
　SDカード勧奨業務時に受講者・来訪者に対して運動実施
を広報し安全運転の励行と交通ルールの遵守を呼びかけた。

○その他 ■当事務所職員に対して運動実施と運動重点を周知し，来訪
者への積極的な声かけを推進した。


